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相互協議に関する新たな規制 
 

インドネシア政府は、政府規制 2011 年第 74 号の第 59 条下で規定される相互協議（MAP）の施行に関

する財務大臣規則 No.240/PMK.03/2014 （以下「財務大臣規則第 240 号」）を公布しました。  
 
財務大臣規則第 240 号は 2014 年 12 月 22 日を発効日とし、当該発効日またはその前後に効力を生じ

た租税条約に基いて現在進行中または将来的に実施される全ての相互協議に適用されます。財務大臣

規則第 240 号は従来の相互協議の実施に関する規則、即ち国税総局規則 No.PER-48/PJ/2010 （国
税総局規則第 48 号）を廃止するものではないと想定され、その内容は租税条約下で統括される相互協

議機関について規定する国税総局規則第 48 号が示す指針の修正・変更が反映されています。国税総

局規則第 48 号の詳細は弊社の Tax Flash 2010 年 12 号 をご参照ください。

 
A. 相互協議を申請できる対象者および申請のタイムフレーム  

 
財務大臣規則第 240 号は、相互協議の申請は関連する租税条約で明記された期限内に以下の当事者

によって提出できると言明しています。 

• 納税者（インドネシア国税総局を通して提出） 

• インドネシア国税総局 

• 租税条約締結国・地域の税務当局 
 
インドネシアの納税者が申し立てた相互協議については、申請書提出期限は租税条約の規定に適合しな

い課税の最初の通知日から起算します。インドネシア国税総局または租税条約締結国・地域の税務当局

による申請については、財務大臣規則第 240 号は租税条約下で規定される相互協議申請期限までの日

数の起算点には以下の日付が該当すると明記しています。
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• 税務査定書の日付 

• 源泉徴収票の日付 

• インドネシア国税総局が規定するその他の日付 
 
政府規則第 74 号は国税総局規則第 48 号の条項を変更し、納税者が異議申立および控訴と並行して相互協議を申

請することを認めてきました。この点に関して財務大臣規則第 240 号に変更はありません。 
  
しかし財務大臣規則第 240 号は相互協議申請に対する制限も設けています。財務大臣規則第 240 号では、税務裁

判所が法定審問プロセスの終了を宣言した場合（即ち税務裁判所が判決を下すのに十分な証拠があると判断した場

合）、課税決定に対する控訴の結果に関わらず相互協議申請は提出できないと明記されています。従って、税務裁判

所の決定発表時に進行中の相互協議が中止されることに留意する必要があります。 
 
さらに、租税条約を締結した相手国・地域との協議は相互協議の開始時期（即ち最初の協議の実施日）から 3 年以内

に完結することが望ましいとされています。しかし必要があれば、3 年の協議期間満了後に相互の所管税務当局が合

意により協議期間の延長が可能です。 
 
相互協議に要する期間がインドネシア国内の控訴プロセスの期間を超え得ることを考慮し、納税者には時間的制約に

よる紛争解決手段の喪失を回避するため、利用可能なオプション（インドネシア国内の紛争解決プロセスか相互協議か、

あるいはその両方か）をなるべく早い段階で検討することが求められます。  
 
納税者には様々な紛争解決手段の利用が可能であるとはいえ、財務大臣規則第 240 号では相互協議の申請は税務

査定書または税務異議申立申請書で明記された納税者のいかなる未払税金の納付期限をも延期させるものではない

ことが明示されています。そのため、納税者は潜在的な罰金を回避するためにインドネシア国内における税務査定で

確定した税額を納付することが求められます。  

B. 手続き上の変更および質的変更 
 
財務大臣規則第 240 号はまた、相互協議申請および国税総局による施行に関する手続き上の変更を規定しています。 
 
納税者が作成する申請書について、以下の変更点が含まれます。 
• 従来、国税総局規則第 48 号に規定されていた地方税務署に代わって、国税総局本庁の第二租税規則局に申請

書を直接提出すること。  
• 納税者は租税条約締結国・地域の外国納税者の居住者証明を提出すること。  
 
相互協議作業チームの業務範囲（例えば、関連納税者との協議や租税条約締結国・地域との情報交換の実施）に関し

て、財務大臣規則第 240 号は従前の規則と比べてより詳細な指針を規定しています。また財務大臣規則第 240 号は、

国税総局第二租税規則局が、インドネシアの納税者に対し相互協議事案の進捗とステータスを書面によって通知する

ことを義務付け、相互協議プロセスのより一層の透明性の実現を目指しています。  
 
財務大臣規則第 240 号は、国税総局内部のクオリティの観点から、第二租税規則局によって作成されたポジションペーパ

ーの草稿を国税総局が審査することを支援するクオリティ・アシュアランス・チームを組織することを要求しています。相互協

議作業チームおよびクオリティ・アシュアランス・チームの設立ならびにポジションペーパーの草稿作成に関する詳細な条項

は今後個別の国税総局規則によって規定される予定です。
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C. 相互協議および事前確認制度（APA） 

財務大臣規則第 240 号はインドネシア国税総局または租税条約締結国・地域の税務当局が二国間事前確認申請の継続

措置として相互協議を開始することを明確に認めています。 
 
2015 年 1 月 12 日、財務省は事前確認制度の形成および施行に関する規則 No.7/PMK.03/2015（財務大臣規則第 7 号）

を公布しました。この詳細については次号以降の Tax Flash にて取り上げます。 
 
D. 総括 

相互協議は租税条約実施に伴い発生する全ての問題解決に利用可能な行政上の手段と言えます。相互協議はインドネシ

ア国内における租税紛争解決プロセスと同時並行で開始できることから、納税者にとっては紛争解決のため相互協議申請

による利点を積極的に模索することが望ましいと言えます。財務大臣規則第 240 号に規定される相互協議プロセスが変更

されたことにより、相互協議は納税者にとって一層検討に値する紛争解決手段となっています。 
 
 
上記の国際税務アップデートに関してご質問等ございましたら、お気軽に PwC の貴社担当者までご連絡ください。 
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